
地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（令和2年7月1日改正） 

（協議会） 

第３条 前条第１項第一号の協議会は、以下の者によって構成される。 

一 関係する都道府県又は市区町村 

二 関係する交通事業者又は交通施設管理者等 

三 地方運輸局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「地方運輸局等」とい

う。）又は地方航空局 

四 その他地域の生活交通の実状、その確保・維持・改善の取組に精通する者等協議会が

必要と認める者 

２ 第２編第１章の陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業に係る生活交通確保維持改善

計画（当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維持計画及び地域内フィーダー系

統確保維持計画を含む。）を策定する協議会にあっては、地域間幹線系統は地域間のみな

らず地域内の生活交通の機能を有すること、地域内フィーダー系統は地域間幹線系統と一

体として地域の生活交通ネットワークを形成するものであることから、これらを踏まえ、

的確かつ効果的な計画の策定が可能となるよう関係する都道府県及び市区町村がともに参

加すること。 

３ 第２編第２章の離島航路に係る地域公共交通確保維持事業に係る生活交通確保維持改善

計画（当該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画を含む。）を策定する協議会に

あっては、離島航路が地域の幹線交通であるとともに生活交通であることから関係する都

道府県及び市町村がともに参加すること。 

４ 地方運輸局等及び地方航空局は、生活交通確保維持改善計画の策定に必要な助言等を行

う。 

５ 協議会は、補助対象事業ごとに補助対象事業について評価を行い、その結果について地

方運輸局又は地方航空局の長に報告しなければならない。 

 

 

地域公共交通確保維持改善事業実施要領（令和 2 年 7 月 1 日改正） 

７．事業評価について 

（１）事業評価の実施 

①自己評価（一次評価） 

地域公共交通確保維持改善事業による支援を受けた事業については、毎年度、協議会自らに

よる事業の実施状況の確認、評価（以下「自己評価」という。）を行い、当該自己評価の結果を、

地域公共交通確保維持事業及び地域公共交通調査等事業にあっては、補助金の交付を受けよう

とする会計年度の１月末までに、地域公共交通バリア解消促進等事業にあっては、補助金の交

付を受けた会計年度の翌年度の１月末までにそれぞれ協議会から、地方運輸局、神戸運輸監理

部、地方航空局又は沖縄総合事務局（以下「地方運輸局等」という。）に報告するとともに、公

表することとする。 
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